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的
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示

発 行 内 閣 府
（原稿作成 国立印刷局）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
五
条

令
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適

用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
は
、
次
の
表
の
銀

行
代
理
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
銀
行
代
理
業
者
に
係

る
同
表
の
権
限
の
欄
に
定
め
る
金
融
庁
長
官
の
権

限
と
す
る
。

第
五
条

﹇
同
上
﹈

銀
行
代
理
業
者

権

限

銀
行
代
理
業
者

権

限

﹇
略
﹈

令
第
十
七
条
の
四

第
一
項
第
二
号
か
ら

第
六
号
ま
で
、
第
九

号
及
び
第
十
号
に
掲

げ
る
金
融
庁
長
官
の

権
限

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

ソ
ニ
ー
銀
行
株
式
会

社

オ
リ
ッ
ク
ス
銀
行
株

式
会
社

ソ
ニ
ー
銀
行
株
式
会

社

そ

の

他

告

示

目

次
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〇
金
融
庁
告
示
第
八
十
五
号

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
施
行
令
第

十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四
年
金

融
庁
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

金
融
庁
長
官

伊
藤

豊

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
八
十
九
号

令
和
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
号
（
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
域
及
び
月
齢
を
定
め
る
件
）
は
、
令
和
七
年
八
月
七
日
限
り
廃
止
す
る
。た
だ
し
、

福
岡
県
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
肉
用
子
牛
で
あ
っ
て
、
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
譲
り
受
け
ら
れ
飼
養
が

開
始
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）

附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〇
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
国
家
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

坂
井

学

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
銀
行
法
施
行
令
第
十
七
条
の
二
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
金

融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
金
融
庁
八
五
）

〇
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行

令
附
則
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
地
域
及
び
月
齢
を
定
め

る
件
を
廃
止
す
る
件

（
農
林
水
産
一
一
八
九
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
家
公
安
委
二
七
）

〇
債
務
救
済
措
置
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の

交
換
に
関
す
る
件
（
外
務
二
八
五
）

〇
出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
出
願
を
取
り
下

げ
た
件
（
農
林
水
産
一
一
九
〇
）

〇
出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
出
願
が
拒
絶
さ

れ
た
件
（
同
一
一
九
一
）

〇
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制

に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
第
一
種
使
用
規
程
の
承
認

を
し
た
件
（
農
林
水
産
・
環
境
二
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
七
九
五
）

〇
新
石
垣
空
港
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
件
（
同
七
九
六
）

〇
航
空
法
第
百
二
十
六
条
第
五
項
の
国
土
交

通
大
臣
の
許
可
を
必
要
と
し
な
い
空
港
等

の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示
（
同
七
九
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
九
六
〜
九
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件（
北
海
道
開
発
局
六
八
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

九
州
地
方
整
備
局
公
示（
九
州
地
方
整
備
局
）

労

働

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
労
働
者
及
び

関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
者
の
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て
（
厚
生
労
働
省
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
七
八
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁建

設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
道
（
道

路
法
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
道

を
い
う
。）の
う
ち
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区

間
内
の
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
部
分

二

﹇
同
上
﹈

路

線

名

区

間

路

線

名

区

間

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

県
道
小
野
富
岡

線

福
島
県
田
村
郡
小
野
町
か
ら
田

村
市
ま
で

﹇
同
上
﹈

県
道
い
わ
き
上

三
坂
小
野
線

い
わ
き
市
泉
町
か
ら
同
市
山
田

町
ま
で

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

﹇
三
・
四

略
﹈

﹇
三
・
四

同
上
﹈

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報

⒠

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
及
び
二
千
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が

到
来
し
た
未
払
の
元
本
及
び
繰
延
利
子
（
そ
の
額
は
、
四
十
五
億
三
百
万
五
千
八
百
十
一
円
（
四
、
五
〇
三
、

〇
〇
五
、
八
一
一
円
）
と
な
る
。）

⒡

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
及
び
二
千
二
十
四
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が

到
来
し
た
未
払
の
繰
延
利
子
（
そ
の
額
は
、
八
億
三
千
二
百
九
十
万
千
七
百
一
円
（
八
三
二
、
九
〇
一
、
七
〇

一
円
）
と
な
る
。）

⒢

⒟
、
⒠
及
び
⒡
に
規
定
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
下
で
関
連
す
る
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
二

千
二
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
じ
た
繰
延
利
子
で
あ
っ
て
未
払
で
あ
る
も
の
（
そ
の
額

は
、
二
億
三
千
二
百
九
万
五
千
八
百
八
十
七
円
（
二
三
二
、
〇
九
五
、
八
八
七
円
）
と
な
る
。）

⒣

⒜
に
規
定
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
下
で
二
千
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
千
二
十
四
年

九
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
じ
た
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
の
遅
延
利
子
で
あ
っ
て
未
払
で
あ
る
も

の
（
そ
の
額
は
、
一
億
四
千
九
百
八
十
一
万
六
千
三
百
七
十
一
円
（
一
四
九
、
八
一
六
、三
七
一
円
）と
な
る
。）

⒤

従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
下
で
二
千
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到
来
し
た
債
務
の
一
部
で
あ
っ
て
二

千
二
十
四
年
五
月
三
十
日
に
支
払
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
下
で
二
千
二
十
二
年
十
一
月
一

日
か
ら
二
千
二
十
四
年
五
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
じ
た
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
の
遅
延
利
子
で

あ
っ
て
未
払
で
あ
る
も
の
（
そ
の
額
は
、
千
七
百
三
十
九
万
五
千
五
百
六
十
七
円
（
一
七
、
三
九
五
、
五
六
七

円
）
と
な
る
。）

⒥

⒝
に
規
定
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
千
二
十
四
年

九
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
じ
た
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
率
の
遅
延
利
子
で
あ
っ
て
未
払
で
あ
る
も

の
（
そ
の
額
は
、
一
億
六
千
二
百
九
万
四
千
四
百
九
十
七
円
（
一
六
二
、
〇
九
四
、
四
九
七
円
）
と
な
る
。）

⒜
か
ら
⒢
ま
で
に
規
定
す
る
債
務
（
以
下
「
繰
延
商
業
債
務
」
と
い
う
。）の
総
額
は
、
三
百
六
十
二
億
二
千

五
百
五
十
三
万
千
九
十
三
円
（
三
六
、
二
二
五
、
五
三
一
、
〇
九
三
円
）
に
な
る
。

及
び

に
規
定
す
る
額
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
が
行
う
最
終
的
な
照
合
の
後
に
、
両
政
府
の
関
係
当
局
間

の
同
意
に
よ
り
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
次
に
定
め
る
支
払
計
画
に
従
い
、
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
」

と
い
う
。）に
対
し
、
キ
ュ
ー
バ
国
立
銀
行
を
通
じ
て
円
貨
に
よ
り
繰
延
商
業
債
務
の
総
額
を
支
払
う
。

１

⒜
に
規
定
す
る
債
務
は
、
こ
の
書
簡
の
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
支
払
計
画
に
従
い
、
二
千
二
十
五
年
九
月
三

十
日
に
始
ま
る
五
回
の
年
賦
払
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

１

⒝
か
ら
⒢
ま
で
に
規
定
す
る
債
務
は
、
こ
の
書
簡
の
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
支
払
計
画
に
従
い
、
二
千
三
十

年
九
月
三
十
日
に
始
ま
る
十
五
回
の
年
賦
払
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

３

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
に
対
し
、
繰
延
商
業
債
務
及
び

の
規
定
に
従
っ
て
元
加
さ
れ
る
利
子

（
以
下
「
元
加
利
子
」
と
い
う
。）に
つ
い
て

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
利
子
を
、
二
千
二
十
五
年

か
ら
二
千
四
十
四
年
ま
で
の
毎
年
九
月
三
十
日
に
キ
ュ
ー
バ
国
立
銀
行
を
通
じ
て
円
貨
に
よ
り
支
払
う
。

⒜

繰
延
商
業
債
務
及
び
元
加
利
子
に
対
す
る
利
子
率
に
つ
い
て
は
、
二
千
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
二
千
三
十

年
九
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）は
、
年
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
二
千
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
二
千

四
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）は
、
年
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

⒝

支
払
わ
れ
る
利
子
の
額
は
、
未
決
済
の
繰
延
商
業
債
務
又
は
元
加
利
子
の
額
に
、
関
連
す
る
支
払
の
支
払
期

日
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
支
払
期
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）の
日
数
及
び
一
日
当
た
り
の
利
子
率
を
乗

じ
て
算
定
さ
れ
る
。
一
日
当
た
り
の
利
子
率
は
、
⒜
に
規
定
す
る
利
子
率
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
算
定
さ
れ

る
。
前
記
の
算
定
方
法
を
算
式
で
表
し
た
も
の
は
、
こ
の
書
簡
の
附
属
書
Ⅲ
に
掲
げ
ら
れ
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
八
十
五
号

令
和
七
年
七
月
十
一
日
に
ハ
バ
ナ
で
、
債
務
救
済
措
置
に
関
す
る
次
の
書
簡
の
交
換
が
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
と
の

間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
八
月
七
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
キ
ュ
ー
バ
の
商
業
上
の
債
務
（
以
下
「
商
業
上
の
債
務
」
と
い
う
。）

に
係
る
債
務
救
済
措
置
に
関
し
て
二
千
十
六
年
九
月
十
九
日
及
び
二
千
二
十
二
年
六
月
三
日
に
日
本
国
政
府
と
キ
ュ
ー

バ
共
和
国
政
府
と
の
間
で
交
換
さ
れ
た
書
簡
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
従
前
の
書
簡
Ⅰ
」
及
び「
従
前
の
書
簡
Ⅱ
」と
い
う
。）

並
び
に
二
千
二
十
五
年
一
月
十
六
日
及
び
十
七
日
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
の
代
表
者
と
関
係
す

る
債
権
国
政
府
の
代
表
者
と
の
間
の
協
議
に
お
い
て
到
達
し
た
結
論
で
あ
っ
て
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
の
債
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
と
キ
ュ
ー
バ
債
権
者
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
合
意
議
事
録
（
二
千
十
五
年
十
二
月
十
二
日
付

け
）
の
二
千
二
十
五
年
修
正
（
二
千
二
十
五
年
一
月
十
七
日
付
け
）
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
い
て
日
本
国
政
府
の
代
表

者
と
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
行
わ
れ
た
最
近
の
交
渉
に
言
及
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。
本
使
は
、

更
に
、
当
該
交
渉
に
お
い
て
到
達
し
た
次
の
了
解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

こ
の
取
極
は
、
一
方
に
お
い
て
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
及
び
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
の
国
営
企
業
と
他
方
に
お
い
て

日
本
国
の
居
住
者
で
あ
る
関
係
す
る
債
権
者
と
の
間
で
契
約
さ
れ
、
か
つ
、
日
本
国
政
府
が
保
険
を
引
き
受
け
た

商
業
上
の
債
務
（
弁
済
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
）に
つ
い
て
の
次
の
元
本
、繰
延
利
子
及
び
遅
延
利
子
で
あ
っ

て
、
商
業
上
の
債
務
に
係
る
債
務
救
済
措
置
に
関
し
て
従
前
の
書
簡
Ⅰ
及
び
従
前
の
書
簡
Ⅱ
に
よ
り
行
わ
れ
た
取

極
に
従
っ
て
過
去
に
繰
り
延
べ
ら
れ
た
も
の
の
総
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

⒜

従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
下
で
二
千
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到
来
し
た
元
本
、
繰
延
利
子
及
び
遅

延
利
子
で
あ
っ
て
、
二
千
二
十
四
年
九
月
三
十
日
時
点
で
未
払
の
も
の
（
そ
の
額
は
、
八
億
六
千
七
百
九
十
八

万
三
千
七
百
三
十
七
円
（
八
六
七
、
九
八
三
、
七
三
七
円
）
と
な
る
。）

⒝

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到
来
し
た
未
払
の
元
本（
そ
の
額
は
、

十
九
億
六
千
二
百
三
十
三
万
八
千
三
十
二
円
（
一
、
九
六
二
、
三
三
八
、
〇
三
二
円
）
と
な
る
。）

⒞

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
四
年
か
ら
二
千
三
十
三
年
ま
で
の
毎
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到

来
し
て
お
り
、
又
は
到
来
す
る
未
払
の
元
本
（
そ
の
額
は
、
二
百
六
十
七
億
四
千
五
百
五
十
八
万
三
千
三
百
七

円
（
二
六
、
七
四
五
、
五
八
三
、
三
〇
七
円
）
と
な
る
。）

⒟

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
下
で
二
千
二
十
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到
来
し
た
未
払
の
元
本
（
そ
の
額
は
、

十
億
八
千
百
六
十
二
万
二
千
六
百
十
八
円
（
一
、
〇
八
一
、
六
二
二
、
六
一
八
円
）
と
な
る
。）


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の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１

⒝
か
ら
⒢
ま
で
に
規
定
す
る
債
務
に
つ
い
て
の
利
子
の
一
部
は
、
こ
の
書
簡

の
附
属
書
Ⅳ
に
掲
げ
る
債
務
の
割
合
に
従
い
、
二
千
二
十
五
年
か
ら
二
千
二
十
九
年
ま
で
の
毎
年
九
月
三
十
日
に

元
加
さ
れ
、
こ
の
書
簡
の
附
属
書
Ⅱ
に
掲
げ
る
支
払
計
画
に
従
い
、
二
千
三
十
年
九
月
三
十
日
に
始
ま
る
十
五
回

の
年
賦
払
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

４

２
に
規
定
す
る
支
払
、
３

に
規
定
す
る
利
子
の
支
払
又
は
６

に
規
定
す
る
支
払
が
、
関
連
す
る
支
払
期
日

又
は
当
該
期
日
の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
五
営
業
日
以
内
に
完
全
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
キ
ュ
ー
バ
共
和

国
政
府
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
に
対
し
、
円
貨
に
よ
り
、
当
該
支
払
で
あ
っ
て
期
日
が
到
来
し
、
か
つ
、
未
払
で
あ
る
も

の
の
額
に
つ
い
て
関
連
す
る
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
当
該
額
の
支
払
の
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
ず
る
年
九

パ
ー
セ
ン
ト
の
率
の
利
子
を
支
払
う
も
の
と
し
、
又
は
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
の
国
営
企
業
が
当
該
利
子
を
支
払
う
こ

と
を
確
保
す
る
。

２
に
規
定
す
る
支
払
、
３

に
規
定
す
る
利
子
の
支
払
又
は
６

に
規
定
す
る
支
払
が
、
関
連
す
る
支
払
期
日

の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
五
営
業
日
以
内
に
完
全
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｉ
に
対
し
、
円
貨
に
よ
り
、
当
該
支
払
で
あ
っ
て
期
日
が
到
来
し
、
か
つ
、
未
払
で
あ
る
も
の
の
額
に
つ
い
て

関
連
す
る
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
当
該
額
の
支
払
の
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）に
生
ず
る
年
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

の
率
の
利
子
を
支
払
う
も
の
と
し
、
又
は
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
の
国
営
企
業
が
当
該
利
子
を
支
払
う
こ
と
を
確
保
す

る
。

５

２
に
規
定
す
る
支
払
、
３

に
規
定
す
る
利
子
の
支
払
及
び
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
３

に
規
定
す
る
利
子
の
積
立

て
が
、
関
連
す
る
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
期
日
又
は
当
該
期
日
の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
五
営
業
日
以
内
に

完
全
に
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
１

⒞
に
規
定
す
る
遅
延
利
子
（
以
下
「
原
遅
延
利
子
」
と
い

う
。）及
び
１

⒣
、
⒤
及
び
⒥
に
規
定
す
る
遅
延
利
子
（
以
下
「
新
遅
延
利
子
」
と
い
う
。）に
対
応
す
る
額
は
、

こ
の
書
簡
の
附
属
書
Ⅴ
に
掲
げ
る
免
除
計
画
に
従
い
、
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
又
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅

い
支
払
又
は
積
立
て
の
日
の
翌
日
に
免
除
さ
れ
る
。

に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
の
支
払
又
は
積
立
て
が
、
関
連
す
る
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
期
日
又
は
当
該
期
日

の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
五
営
業
日
以
内
に
完
全
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
免
除
さ
れ

る
べ
き
原
遅
延
利
子
及
び
新
遅
延
利
子
に
対
応
す
る
額
は
、
当
該
期
日
の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
六
日
目
の
営

業
日
に
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
が
指
定
す
る
日
本
国
内
の
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
銀
行
口
座
に
円
貨
に
よ
り
直
ち
に
支
払
わ
れ
る
も
の

と
す
る
。

附
属
書
Ⅰ

二
千
二
十
五
年
九
月
三
十
日

十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
六
年
九
月
三
十
日

十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
七
年
九
月
三
十
日

二
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
八
年
九
月
三
十
日

二
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
九
年
九
月
三
十
日

二
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

附
属
書
Ⅱ

二
千
三
十
年
九
月
三
十
日

〇
・
六
三
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
一
年
九
月
三
十
日

一
・
六
七
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
二
年
九
月
三
十
日

二
・
五
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
三
年
九
月
三
十
日

三
・
三
四
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
四
年
九
月
三
十
日

四
・
一
七
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
五
年
九
月
三
十
日

五
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
六
年
九
月
三
十
日

五
・
八
四
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
七
年
九
月
三
十
日

六
・
六
八
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
八
年
九
月
三
十
日

七
・
五
一
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
三
十
九
年
九
月
三
十
日

八
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
四
十
年
九
月
三
十
日

九
・
一
八
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
四
十
一
年
九
月
三
十
日

十
・
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
四
十
二
年
九
月
三
十
日

十
・
八
五
五
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
四
十
三
年
九
月
三
十
日

十
一
・
六
九
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
四
十
四
年
九
月
三
十
日

十
二
・
五
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

附
属
書
Ⅲ

繰
延
商
業
債
務
及
び
元
加
利
子
に
対
す
る
利
子
の
額
の
算
定
方
法
の
算
式

Ｉ
＝
Ａ
×
Ｄ
×
Ｒ
×
１365

Ｉ
：
利
子
の
額

Ａ
：
未
決
済
の
繰
延
商
業
債
務
又
は
元
加
利
子
の
額

Ｄ
：
関
係
す
る
支
払
の
支
払
期
日
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
支
払
期
日
ま
で
（
両
日
を
含
む
。）の
日
数

Ｒ
：
年
間
の
利
子
率

附
属
書
Ⅳ

二
千
二
十
五
年
九
月
三
十
日

一
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
六
年
九
月
三
十
日

一
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
七
年
九
月
三
十
日

一
・
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
八
年
九
月
三
十
日

一
パ
ー
セ
ン
ト

二
千
二
十
九
年
九
月
三
十
日

一
パ
ー
セ
ン
ト

６

５

に
規
定
す
る
い
ず
れ
か
の
支
払
又
は
積
立
て
が
、
関
連
す
る
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
期
日
又
は
当
該
期

日
の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
五
営
業
日
以
内
に
完
全
に
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
２

⒜
に

規
定
す
る
繰
延
商
業
債
務
Ⅱ
で
あ
っ
て
支
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
３

に
規
定
す
る
利
子
で

あ
っ
て
従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
２

⒜
に
規
定
す
る
口
座
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）に
残
存
す
る
も
の
及
び
期
日
が

到
来
し
て
基
金
に
積
み
立
て
ら
れ
る
べ
き
利
子
は
、当
該
期
日
の
後
日
本
国
の
銀
行
の
四
十
六
日
目
の
営
業
日
に
、

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
が
指
定
す
る
日
本
国
内
の
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
銀
行
口
座
に
円
貨
に
よ
り
直
ち
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

従
前
の
書
簡
Ⅰ
の
５
の
規
定
及
び
従
前
の
書
簡
Ⅱ
の
５

の
規
定
は
、
二
千
二
十
二
年
十
月
三
十
一
日
及
び
二

千
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日
に
弁
済
期
限
が
到
来
し
た
未
払
の
元
本
及
び
利
子
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

７

支
払
わ
れ
る
利
子
に
つ
い
て
は
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
の
全
て
の
租
税
及
び
課
徴
金
が
免
除
さ
れ
る
。

８

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
関
係
す
る
商
業
上
の
債
務
の
決
済
に
付
随
し
て
生
ず
る
銀
行
手
数
料
を
支
払
う
。

９

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
関
係
す
る
商
業
上
の
債
務
の
支
払
金
の
円
貨
に
よ
る
自
由
な
送
金
を
保
証
す
る
。

10

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
の
第
三
国
の
居
住
者
で
あ
る
債
権
者
に
対
し
、
債
務
救
済
措
置
に
つ
い
て

２
に
規
定
す
る
条
件
よ
り
も
有
利
な
条
件
を
与
え
る
場
合
に
は
、
当
該
第
三
国
の
居
住
者
で
あ
る
債
権
者
に
与
え
ら

れ
る
条
件
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件
を
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
に
直
ち
に
与
え
る
。

11

関
係
す
る
契
約
の
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
簡
に
お
い
て
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
関
係
す
る
契
約
の

当
事
者
間
で
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

12

こ
の
書
簡
と
従
前
の
書
簡
Ⅰ
又
は
従
前
の
書
簡
Ⅱ
と
の
間
で
抵
触
す
る
場
合
に
は
、そ
の
抵
触
の
限
り
に
お
い
て
、

こ
の
書
簡
が
優
先
す
る
。

13

両
政
府
は
、こ
の
取
極
か
ら
又
は
こ
の
取
極
に
関
連
し
て
生
ず
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
相
互
に
協
議
す
る
。

本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す

る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
七
月
十
一
日
に
ハ
バ
ナ
で

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

中
村
和
人

キ
ュ
ー
バ
共
和
国

副
首
相

リ
カ
ル
ド
・
カ
ブ
リ
サ
ス
・
ル
イ
ス
閣
下





出
願
品
種
の
属
す

る
農
林
水
産
植
物

の
種
類

出
願
品
種
の
名
称

出
願
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
又
は
居
所

品
種
登
録
出
願
の

番
号
及
び
取
下
げ

年
月
日

C
h
ry
sa
n
th
em
u
m

L 
精
興

せ
い
こ
う富
岳

ふ
が
く

イ
ノ
チ
オ
精
興
園
株
式
会
社

広
島
県
府
中
市
鵜
飼
町
531番

地
８

第
37465号
令
和
７
年
６
月
26日

D
ia
n
th
u
s
L 

S
A
K
D
IA
116

株
式
会
社
サ
カ
タ
の
タ
ネ

神
奈
川
県
横
浜
市
都
筑
区
仲
町
台
二
丁

目
７
番
１
号

第
37711号
令
和
７
年
６
月
13日

〃
S
A
K
D
IA
117

〃
第
37712号
令
和
７
年
６
月
13日

H
y
d
ra
n
g
ea
L 

O
T
R
01

髙
橋
康
弘

千
葉
県
成
田
市
前
林
1199番

地
第
36122号
令
和
７
年
６
月
20日

〃
S
T
B
1381

W
M
F
R
P

塩
原
卓
哉

埼
玉
県
本
庄
市
下
野
堂
２
丁
目
４
番
２

号

第
36240号
令
和
７
年
６
月
27日

P
etu
n
ia
Ju
ss 

M
A
P
テ
ヌ
ー
ト

未
来
ア
グ
リ
ス
株
式
会
社

愛
知
県
長
久
手
市
山
越
606番

地
水
野
隆

愛
知
県
尾
張
旭
市
上
の
山
町
間
口
3027

番
地
の
１

第
37565号
令
和
７
年
６
月
11日

P
ru
n
u
s
a
v
iu
m

(L 
)
L 

紅
藤
清

べ
に
ふ
じ
き
よ

伊
藤
清
毅

山
形
県
山
形
市
大
字
谷
柏
189番

地
第
31832号
令
和
７
年
６
月
23日

V
itex

trifo
lia
L 

プ
ル
グ
リ
ー
ン

倉
富
宏
文

福
岡
県
久
留
米
市
田
主
丸
町
秋
成
852

番
地
６
号

第
32592号
令
和
７
年
６
月
27日

令和年月日 木曜日 第号官 報

附
属
書
Ⅴ

二
千
三
十
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積
立

て
の
日
の
翌
日

七
億
二
千
百
五
万
三
千
六
百
九
十
八
円

二
千
三
十
一
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

十
八
億
九
千
六
百
三
十
一
万
四
千
四
百
五
十
三
円

二
千
三
十
二
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

二
十
八
億
四
千
四
百
四
十
七
万
千
六
百
八
十
一
円

二
千
三
十
三
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

三
十
七
億
九
千
二
百
六
十
二
万
八
千
九
百
七
円

二
千
三
十
四
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

四
十
七
億
四
千
七
十
八
万
六
千
百
三
十
五
円

二
千
三
十
五
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

五
十
六
億
八
千
八
百
九
十
四
万
三
千
三
百
六
十
二
円

二
千
三
十
六
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

六
十
六
億
三
千
七
百
十
万
五
百
八
十
九
円

二
千
三
十
七
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

七
十
五
億
八
千
五
百
二
十
五
万
七
千
八
百
十
六
円

二
千
三
十
八
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

八
十
五
億
三
千
三
百
四
十
一
万
五
千
四
十
四
円

二
千
三
十
九
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

九
十
四
億
八
千
百
五
十
七
万
二
千
二
百
七
十
円

二
千
四
十
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積
立

て
の
日
の
翌
日

百
四
億
二
千
九
百
七
十
二
万
九
千
四
百
九
十
七
円

二
千
四
十
一
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

百
十
三
億
七
千
七
百
八
十
八
万
六
千
七
百
二
十
五
円

二
千
四
十
二
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

百
二
十
三
億
二
千
六
百
四
万
三
千
九
百
五
十
一
円

二
千
四
十
三
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

百
三
十
二
億
七
千
四
百
二
十
万
千
百
七
十
九
円

二
千
四
十
四
年
十
月
一
日
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
全
て
の
支
払
若
し
く
は
積
立
て
の
う
ち
最
も
遅
い
支
払
若
し
く
は
積

立
て
の
日
の
翌
日

百
四
十
二
億
二
千
二
百
三
十
五
万
八
千
四
百
二
十
七
円

（
キ
ュ
ー
バ
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ

の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に

同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
七
月
十
一
日
に
ハ
バ
ナ
で

キ
ュ
ー
バ
共
和
国

副
首
相

リ
カ
ル
ド
・
カ
ブ
リ
サ
ス
・
ル
イ
ス

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

中
村
和
人
閣
下

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
九
十
号

出
願
者
か
ら
出
願
公
表
後
に
品
種
登
録
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
で
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎





出願品種の属す
る農林水産植物
の種類

出願品種の名称 出願者の氏名又は名称及び
住所又は居所

品種登録出願の
番号及び拒絶年
月日

Hydrangea L. MATSU2023-1 松本正志
長崎県佐世保市針尾東町2999番地

第36943号
令和７年６月３日

〃 MATSU2023-2 〃 第36944号
令和７年６月３日

〃 KEN-1 〃 第36945号
令和７年６月３日

〃 KEN-2 〃 第36946号
令和７年６月３日

Petunia Juss. KEIPERURIHE
M

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番
地

第36409号
令和７年６月５日

〃 TX1033 タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊
東入南夷町180番地

第36443号
令和７年６月５日

承認番号 2546Ｖ0001

承認を受けた者の名称、代表者
の氏名及び主たる事務所の所在
地

ゾエティス・ジャパン株式会社
代表取締役社長 加藤 克利
東京都渋谷区代々木三丁目22番７号

承認を受けた第一種使用規程

遺伝子組換え生物等の種類の
名称

伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス由来ＶＰ２蛋白質発現遺
伝子及びニューカッスル病ウイルス由来Ｆ蛋白質発現遺伝子
導入七面鳥ヘルペスウイルスHVT-IBD-ND #42-#30 LP C2
株（IBDV VP2-NDV F, Meleagrid herpesvirus 1）

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の内容

 運搬及び保管（生活力を有する遺伝子組換え生ワクチン
を保有する接種動物の運搬及び保管を含む。）
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療
機器等法」という。）第14条第３項の規定に基づき提出すべ
き資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目
的とする試験（以下「治験」という。）に該当する場合は、
同法第80条の２第２項の規定に基づき届け出る治験計画届
出書及び動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省
令（平成９年農林水産省令第75号）第７条の規定に基づき
作成する治験実施計画書に従った使用
 医薬品医療機器等法第14条第１項の規定に基づく承認申
請書に従った使用（に該当する行為は除く。）
 接種（鶏への接種）
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第
137号）第12条の２の規定に基づき定める感染性産業廃棄
物の処理基準に従った接種後の器具及び使用残さの廃棄
 以外の廃棄（生活力を有する遺伝子組換え生ワクチン
を保有する接種動物の廃棄に伴う場合を含む。）
 からに付随する行為

遺伝子組換え生物等の第一種
使用等の方法



令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

〇 農 林 水 産 省環 境 省 告 示 第 二 号

遺 伝 子 組 換 え 生 物 等 の 使 用 等 の 規 制 に よ る 生 物 の 多 様 性 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 九

十 七 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 六 月 二 日 付 け を も っ て 次 の 第 一 種 使 用 規 程 の 承 認 を

し た の で 、 同 法 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 七 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

環 境 大 臣 浅 尾 慶 一 郎

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 百 九 十 一 号

出 願 公 表 後 に 品 種 登 録 出 願 が 拒 絶 さ れ た の で 、 種 苗 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 第 十 三 条 第 二 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 七 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 七 百 九 十 五 号

次 の よ う に 高 速 自 動 車 国 道 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 高 速 自 動 車 国 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 七 十 九

号 ） 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 八 月 七 日 か ら 三 十 日 間 国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 に お い て 一 般 の 縦 覧 に

供 す る 。
令 和 七 年 八 月 七 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日

常 磐 自 動 車 道 い わ き 市 山 田 町 壱 町 田 一 〇 八 番 六 か ら 同 市 山 田 町 長 沢 三

六 番 五 八 ま で

令 和 七 年 八 月 七 日 十 五 時

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 七 百 九 十 六 号

新 石 垣 空 港 に つ い て 告 示 し た 事 項 に 変 更 が あ っ た の で 、 航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ）

第 四 十 条 及 び 第 四 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 七 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 設 置 者 の 氏 名 及 び 住 所 沖 縄 県 沖 縄 県 那 覇 市 泉 崎 一 丁 目 二 番 二 号

二 空 港 の 名 称 及 び 位 置 新 石 垣 空 港 沖 縄 県 石 垣 市

三 変 更 し た 事 項

空 港 の 名 称 石 垣 空 港

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 七 百 九 十 七 号

航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ） 第 百 二 十 六 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 航 空 法 第 百 二 十

六 条 第 五 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 必 要 と し な い 空 港 等 の 指 定 に 関 す る 告 示 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を

次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 八 月 七 日 国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

航 空 法 第 百 二 十 六 条 第 五 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 必 要 と し な い 空 港 等 の 指 定 に 関 す る 告 示 の

一 部 を 改 正 す る 告 示

航 空 法 第 百 二 十 六 条 第 五 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 必 要 と し な い 空 港 等 の 指 定 に 関 す る 告 示 （ 平 成

十 二 年 運 輸 省 告 示 第 二 百 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

航
空
法（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

第
百
二
十
六
条
第
五
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す

る
空
港
等
は
、
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、

中
部
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
新
千
歳
空
港
、

旭
川
空
港
、
釧
路
空
港
、
帯
広
空
港
、
函
館
空
港
、

仙
台
空
港
、
秋
田
空
港
、
新
潟
空
港
、
広
島
空
港
、

山
口
宇
部
空
港
、
高
松
空
港
、
松
山
空
港
、
福
岡
空

港
、
北
九
州
空
港
、
長
崎
空
港
、
熊
本
空
港
、
大
分

空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
那
覇
空
港
、
青

森
空
港
、
花
巻
空
港
、
福
島
空
港
、
富
山
空
港
、
静

岡
空
港
、
神
戸
空
港
、
岡
山
空
港
、
佐
賀
空
港
、
下

地
島
空
港
、
石
垣
空
港
、
百
里
飛
行
場
、
小
松
飛
行

場
、
美
保
飛
行
場
及
び
徳
島
飛
行
場
と
す
る
。

航
空
法（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

第
百
二
十
六
条
第
五
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す

る
空
港
等
は
、
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、

中
部
国
際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
新
千
歳
空
港
、

旭
川
空
港
、
釧
路
空
港
、
帯
広
空
港
、
函
館
空
港
、

仙
台
空
港
、
秋
田
空
港
、
新
潟
空
港
、
広
島
空
港
、

山
口
宇
部
空
港
、
高
松
空
港
、
松
山
空
港
、
福
岡
空

港
、
北
九
州
空
港
、
長
崎
空
港
、
熊
本
空
港
、
大
分

空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
那
覇
空
港
、
青

森
空
港
、
花
巻
空
港
、
福
島
空
港
、
富
山
空
港
、
静

岡
空
港
、
神
戸
空
港
、
岡
山
空
港
、
佐
賀
空
港
、
下

地
島
空
港
、
新
石
垣
空
港
、
百
里
飛
行
場
、
小
松
飛

行
場
、
美
保
飛
行
場
及
び
徳
島
飛
行
場
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
会
事
項

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

備

考

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

鹿
児
島
市
吉
野
町
九
九
三
二
番
一
か

ら
同
市
山
下
町
一
四
番
一
ま
で

前

Ａ

六
・
六
〇
〜
六
九
・
六
〇

五
・
〇
九
〇

上
記
Ａ
・
Ｂ
は
、
関

係
図
面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を
い

う
。

Ｂ

一
三
・
五
〇
〜
七
一
・
九
四

五
・
三
〇
六

後

Ａ

六
・
六
〇
〜
六
九
・
六
〇

五
・
〇
九
〇

Ｂ

一
三
・
五
〇
〜
七
一
・
九
四

五
・
三
〇
六

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
鹿
児
島
国
道
事
務
所

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
六
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
二
十
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

志
布
志
市
志
布
志
町
帖
字
夏
井
道
七
〇
四
九
番
一
か
ら
同
市

志
布
志
町
帖
字
夏
井
道
七
〇
五
三
番
一
ま
で

前後

一
二
・
九
四
〜
一
四
・
四
四

一
一
・
七
六
〜
一
四
・
四
〇

〇
・
〇
四
八

〇
・
〇
四
八

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
大
隅
河
川
国
道
事
務
所

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
七
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
百
二
十
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

垂
水
市
牛
根
境
字

戸
一
三
二
七
番
一
か
ら
同
市
牛
根
境
字

中
村
一
一
二
四
番
四
ま
で

前後

一
二
・
八
二
〜
一
三
・
五
五

八
・
六
四
〜
一
三
・
四
四

〇
・
二
一
〇

〇
・
二
一
〇

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
大
隅
河
川
国
道
事
務
所

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
八
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

十
号

〇
北
海
道
開
発
局
告
示
第
六
十
八
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
七
日

北
海
道
開
発
局
長

遠
藤

達
哉

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
百
三
十
四
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

北
海
道
目
梨
郡
羅
臼
町
栄
町
一
四
〇
番
一
地
内

前後

一
八
・
二
二
〜
二
一
・
一
三

二
〇
・
七
二
〜
二
三
・
六
三

〇
・
〇
二
二

〇
・
〇
二
二

図
面
縦
覧
場
所

北
海
道
開
発
局
及
び
同
局
釧
路
開
発
建
設
部

衆

議

院

議
員
辞
職

八
月
五
日
議
長
は
、
九
州
選
挙
区
選
出
議
員
堤
か
な
め

の
辞
職
を
許
可
し
た
。

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査
の
議
決
通
知

八
月
五
日
本
院
は
閉
会
中
次
の
と
お
り
委
員
会
が
審
査

及
び
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
旨
参
議
院
及
び

内
閣
に
通
知
し
た
。

内
閣
委
員
会

一
、
我
が
国
の
総
合
的
な
安
全
保
障
の
確
保
を
図
る
た

め
の
土
地
等
の
取
得
、
利
用
及
び
管
理
の
規
制
に
関

す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
前
原
誠
司
外

五
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
二
四
号
）

五
、
公
務
員
庁
設
置
法
案
（
大
島
敦
外
十
七
名
提
出
、

第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
四
五
号
）

六
、
有
人
国
境
離
島
地
域
の
保
全
及
び
特
定
有
人
国
境

離
島
地
域
に
係
る
地
域
社
会
の
維
持
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
山
田
勝
彦
外

九
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
〇
号
）

七
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
件

二
、
自
動
車
盗
難
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

（
田
中
健
外
一
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法

第
三
一
号
）

三
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
島
敦
外
十
七
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
四
三
号
）

四
、
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
（
大

島
敦
外
十
七
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第

四
四
号
）
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八
、
公
務
員
の
制
度
及
び
給
与
並
び
に
行
政
機
構
に
関

す
る
件

九
、
栄
典
及
び
公
式
制
度
に
関
す
る
件

一
〇
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る

件
一
一
、
国
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
件

一
二
、
警
察
に
関
す
る
件

総
務
委
員
会

一
、
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止
に
関
す
る
法

律
案
（
青
柳
仁
士
外
一
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国

会
衆
法
第
一
二
号
）

二
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
吉
川
元

外
六
名
提
出
、第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
二
七
号
）

三
、
地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
島
敦
外
十
六
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
四
六
号
）

四
、
地
方
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
（
大

島
敦
外
十
六
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第

四
七
号
）

五
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
山
口
俊
一
外
六
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
五
八
号
）

六
、
行
政
の
基
本
的
制
度
及
び
運
営
並
び
に
恩
給
に
関

す
る
件

七
、
地
方
自
治
及
び
地
方
税
財
政
に
関
す
る
件

八
、
情
報
通
信
及
び
電
波
に
関
す
る
件

九
、
郵
政
事
業
に
関
す
る
件

一
〇
、
消
防
に
関
す
る
件

法
務
委
員
会

一
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
黒
岩
宇
洋
外

五
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
二
九
号
）

二
、
婚
姻
前
の
氏
の
通
称
使
用
に
関
す
る
法
律
案
（
藤

田
文
武
外
二
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第

三
〇
号
）

三
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
円
よ
り
子
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会

衆
法
第
三
二
号
）

四
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
円
よ
り
子
外

四
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
三
五
号
）

五
、
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
岡

秀
夫
外
十
九
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第

六
一
号
）

六
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
大
河
原
ま
さ

こ
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
四

号
）

七
、
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
小
宮
山
泰

子
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
五

号
）

八
、
裁
判
所
の
司
法
行
政
に
関
す
る
件

九
、
法
務
行
政
及
び
検
察
行
政
に
関
す
る
件

一
〇
、
国
内
治
安
に
関
す
る
件

一
一
、
人
権
擁
護
に
関
す
る
件

外
務
委
員
会

一
、
国
際
情
勢
に
関
す
る
件

財
務
金
融
委
員
会

一
、
賃
金
上
昇
を
上
回
る
所
得
税
の
負
担
増
加
等
に
対

処
す
る
た
め
に
所
得
税
に
関
し
講
ず
べ
き
措
置
に
関

す
る
法
律
案
（
古
川
元
久
外
一
名
提
出
、
第
二
百
十

六
回
国
会
衆
法
第
一
号
）

二
、
一
般
会
計
か
ら
の
自
動
車
安
全
特
別
会
計
の
自
動

車
事
故
対
策
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
た
め
に
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
法
律
案
（
田
中
健
外
一
名
提
出
、
第

二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
四
号
）

三
、
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
田
中
健
外

一
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
一
七
号
）

四
、
若
者
の
就
労
所
得
に
係
る
所
得
税
の
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
の
所
得
控
除
の
拡
充
に
関
し
講
ず
べ
き
措

置
に
関
す
る
法
律
案
（
田
中
健
外
一
名
提
出
、
第
二

百
十
七
回
国
会
衆
法
第
二
三
号
）

五
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
在
り
方
の
見
直
し
に

関
す
る
法
律
案
（
田
中
健
外
一
名
提
出
、
第
二
百
十

七
回
国
会
衆
法
第
二
五
号
）

六
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す

る
法
律
及
び
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
川
内
博
史
外
八
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
五
二
号
）

七
、
租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者

等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
重
徳
和
彦
外
十
名

提
出
、
衆
法
第
一
号
）

八
、
財
政
に
関
す
る
件

九
、
税
制
に
関
す
る
件

一
〇
、
関
税
に
関
す
る
件

一
一
、
外
国
為
替
に
関
す
る
件

一
二
、
国
有
財
産
に
関
す
る
件

一
三
、
た
ば
こ
事
業
及
び
塩
事
業
に
関
す
る
件

一
四
、
印
刷
事
業
に
関
す
る
件

一
五
、
造
幣
事
業
に
関
す
る
件

一
六
、
金
融
に
関
す
る
件

一
七
、
証
券
取
引
に
関
す
る
件

文
部
科
学
委
員
会

一
、
学
校
給
食
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
城
井

崇
外
十
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
二
五

号
）

二
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
津
村
啓
介
外
七
名
提

出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
号
）

三
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
津
村
啓

介
外
七
名
提
出
、第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
七
号
）

四
、
文
部
科
学
行
政
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

五
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
件

六
、
学
校
教
育
に
関
す
る
件

七
、
科
学
技
術
及
び
学
術
の
振
興
に
関
す
る
件

八
、
科
学
技
術
の
研
究
開
発
に
関
す
る
件

九
、
文
化
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
青
少
年
に
関
す
る
件

厚
生
労
働
委
員
会

一
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提

出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
閣
法
第
二
一
号
）

二
、
就
労
支
援
給
付
制
度
の
導
入
に
関
す
る
法
律
案

（
階
猛
外
六
名
提
出
、
第
二
百
十
五
回
国
会
衆
法
第

二
号
）

三
、
育
児
・
介
護
二
重
負
担
者
の
支
援
に
関
す
る
施
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
浅
野
哲
外
一
名
提
出
、

第
二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
一
九
号
）

四
、
健
康
保
険
法
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
中
島
克
仁
外

九
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
二
三
号
）

五
、
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
等
の
交
付
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
案
（
中
島
克
仁
外
十
二
名
提
出
、
第
二

百
十
七
回
国
会
衆
法
第
一
号
）

六
、
訪
問
介
護
事
業
者
に
対
す
る
緊
急
の
支
援
に
関
す

る
法
律
案
（
井
坂
信
彦
外
十
二
名
提
出
、
第
二
百
十

七
回
国
会
衆
法
第
二
号
）

七
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
人
材
確
保
に
関
す
る

特
別
措
置
法
案
（
井
坂
信
彦
外
十
五
名
提
出
、
第
二

百
十
七
回
国
会
衆
法
第
三
号
）

八
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
中

島
克
仁
外
十
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第

八
号
）

九
、
厚
生
労
働
関
係
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

一
〇
、
社
会
保
障
制
度
、
医
療
、
公
衆
衛
生
、
社
会
福

祉
及
び
人
口
問
題
に
関
す
る
件

一
一
、
労
使
関
係
、
労
働
基
準
及
び
雇
用
・
失
業
対
策

に
関
す
る
件

農
林
水
産
委
員
会

一
、
国
有
林
野
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
労
働
関
係
を

円
滑
に
調
整
す
る
た
め
の
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
神

谷
裕
外
八
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
三

八
号
）

二
、
国
有
林
野
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
特
例
法
案
（
神
谷
裕
外
八
名
提
出
、
第
二
百
十

七
回
国
会
衆
法
第
三
九
号
）

三
、
農
業
用
植
物
の
優
良
な
品
種
を
確
保
す
る
た
め
の

公
的
新
品
種
育
成
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案
（
神

谷
裕
外
八
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
四

〇
号
）

四
、
地
域
在
来
品
種
等
の
種
苗
の
保
存
及
び
利
用
等
の

促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
神
谷
裕
外
八
名
提
出
、
第

二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
四
一
号
）

五
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
神
谷
裕
外
四
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国

会
衆
法
第
四
二
号
）

六
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
近
藤
和
也
外
七
名

提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
二
号
）

七
、
農
林
水
産
関
係
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

八
、
食
料
の
安
定
供
給
に
関
す
る
件

九
、
農
林
水
産
業
の
発
展
に
関
す
る
件

一
〇
、
農
林
漁
業
者
の
福
祉
に
関
す
る
件

一
一
、
農
山
漁
村
の
振
興
に
関
す
る
件

経
済
産
業
委
員
会

一
、
電
気
料
金
の
高
騰
に
対
す
る
当
分
の
間
の
措
置
と

し
て
電
気
の
使
用
者
に
対
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
に
係
る
賦
課
金
の
請
求
が
行
わ
れ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
法
律

案
（
丹
野
み
ど
り
外
一
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国

会
衆
法
第
五
号
）

二
、
中
小
企
業
正
規
労
働
者
雇
入
臨
時
助
成
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律
案
（
階
猛
外
六
名
提
出
、
第
二
百
十

七
回
国
会
衆
法
第
一
一
号
）

三
、
自
動
車
産
業
に
お
け
る
脱
炭
素
化
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案
（
重
徳
和
彦
外
十
八
名
提
出
、
第
二
百
十

七
回
国
会
衆
法
第
五
四
号
）

四
、
経
済
産
業
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

五
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
件

六
、
特
許
に
関
す
る
件

七
、
中
小
企
業
に
関
す
る
件

八
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
件

九
、
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
に
関
す
る
件


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国
土
交
通
委
員
会

一
、
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
事
業
に
係
る
制
度
の
導
入
に
関
す

る
法
律
案
（
青
柳
仁
士
外
二
名
提
出
、
第
二
百
十
七

回
国
会
衆
法
第
二
四
号
）

二
、
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
谷
田
川
元
外
四
名
提
出
、

第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
六
三
号
）

三
、
国
土
交
通
行
政
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

四
、
国
土
計
画
、
土
地
及
び
水
資
源
に
関
す
る
件

五
、
都
市
計
画
、
建
築
及
び
地
域
整
備
に
関
す
る
件

六
、
河
川
、
道
路
、
港
湾
及
び
住
宅
に
関
す
る
件

七
、
陸
運
、
海
運
、
航
空
及
び
観
光
に
関
す
る
件

八
、
北
海
道
開
発
に
関
す
る
件

九
、
気
象
及
び
海
上
保
安
に
関
す
る
件

環
境
委
員
会

一
、
国
に
よ
る
全
て
の
水
俣
病
の
被
害
者
の
救
済
の
実

現
に
向
け
た
給
付
金
等
の
支
給
に
係
る
制
度
の
創
設

に
関
す
る
法
律
案
（
篠
原
孝
外
九
名
提
出
、
第
二
百

十
七
回
国
会
衆
法
第
六
六
号
）

二
、
環
境
の
基
本
施
策
に
関
す
る
件

三
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
及
び
脱
炭
素
社
会
の
構
築
に

関
す
る
件

四
、
循
環
型
社
会
の
形
成
に
関
す
る
件

五
、
自
然
環
境
の
保
護
及
び
生
物
多
様
性
の
確
保
に
関

す
る
件

六
、
公
害
の
防
止
及
び
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
件

七
、
原
子
力
の
規
制
に
関
す
る
件

八
、
公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
件

安
全
保
障
委
員
会

一
、
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
件

予
算
委
員
会

一
、
予
算
の
実
施
状
況
に
関
す
る
件

決
算
行
政
監
視
委
員
会

一
、
令
和
五
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

令
和
五
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

令
和
五
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書

令
和
五
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

二
、
令
和
五
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算

書
三
、
令
和
五
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

四
、
令
和
六
年
度
一
般
会
計
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対

策
及
び
賃
上
げ
促
進
環
境
整
備
対
応
予
備
費
使
用
総

調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）（
承

諾
を
求
め
る
の
件
）（
第
二
百
十
七
回
国
会
、
内
閣
提

出
）

五
、
令
和
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）（
承
諾
を
求
め

る
の
件
）（
第
二
百
十
七
回
国
会
、
内
閣
提
出
）

六
、
令
和
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）（
承
諾
を
求
め

る
の
件
）（
第
二
百
十
七
回
国
会
、
内
閣
提
出
）

七
、
歳
入
歳
出
の
実
況
に
関
す
る
件

八
、
国
有
財
産
の
増
減
及
び
現
況
に
関
す
る
件

九
、
政
府
関
係
機
関
の
経
理
に
関
す
る
件

一
〇
、
国
が
資
本
金
を
出
資
し
て
い
る
法
人
の
会
計
に

関
す
る
件

一
一
、
国
が
直
接
又
は
間
接
に
補
助
金
、
奨
励
金
、
助

成
金
等
を
交
付
し
又
は
貸
付
金
、
損
失
補
償
等
の
財

政
援
助
を
与
え
て
い
る
も
の
の
会
計
に
関
す
る
件

一
二
、
行
政
監
視
に
関
す
る
件

議
院
運
営
委
員
会

一
、
衆
議
院
の
解
散
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
法
律
案

（
武
正
公
一
外
五
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
五
一
号
）

二
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
検
証
委
員
会

等
の
設
置
等
に
関
す
る
法
律
案
（
古
川
元
久
外
一
名

提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
五
九
号
）

三
、
衆
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
（
武
正

公
一
外
五
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
規
第
二

号
）

四
、
国
会
法
等
改
正
に
関
す
る
件

五
、
議
長
よ
り
の
諮
問
事
項

六
、
そ
の
他
議
院
運
営
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項

東
日
本
大
震
災
復
興
・
防
災
・
災
害
対
策
に
関
す
る
特
別

委
員
会

一
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
近
藤
和
也
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国

会
衆
法
第
二
二
号
）

二
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
・
防
災
・
災
害
に
関

す
る
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
件

沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
件

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
件

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
等
に
関
す
る
総

合
的
な
対
策
に
関
す
る
件

原
子
力
問
題
調
査
特
別
委
員
会

一
、
原
子
力
問
題
に
関
す
る
件

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関

す
る
特
別
委
員
会

一
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
階
猛
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会

衆
法
第
二
二
号
）

二
、
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

案
（
大
西
健
介
外
十
二
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国

会
衆
法
第
五
六
号
）

三
、
保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇
の
改

善
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
早
稲
田
ゆ
き
外
十

三
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
五
七
号
）

四
、
地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ
ジ
タ
ル
社
会
形

成
の
総
合
的
な
対
策
に
関
す
る
件

質
問
書
転
送

八
月
五
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

瀬
戸
内
海
・
笠
佐
島
に
お
け
る
中
国
資
本
に
よ
る
土
地

取
得
と
安
全
保
障
上
の
懸
念
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
国
民
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ

ラ
ン
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

歯
科
医
療
機
関
へ
の
物
価
高
騰
や
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
対
応
支
援
等
に
関
す
る
質
問
主
意

書パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
承
認
に
関
す
る
質
問
主
意
書

大
阪
・
関
西
万
博
海
外
パ
ビ
リ
オ
ン
建
設
工
事
請
負
代

金
未
払
い
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
選
挙
に
関
す
る
虚
偽
情
報
が
氾

濫
し
て
い
る
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
中
間
の
文
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
等
の
必
要
な
医
療
の
確
保
に

関
す
る
質
問
主
意
書

「
青
森
県
と
の
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬
出
期
限
の

約
束
を
守
る
件
」
及
び
「
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終

処
分
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

六
ヶ
所
再
処
理
工
場
で
発
生
す
る
廃
棄
物
及
び
放
射
性

廃
棄
物
の
貯
蔵
・
処
分
に
関
す
る
質
問
主
意
書

原
子
力
発
電
所
へ
の
ド
ロ
ー
ン
と
み
ら
れ
る
飛
行
体
の

侵
入
と
そ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

令
和
六
年
度
決
算
に
お
け
る
決
算
剰
余
金
に
関
す
る
質

問
主
意
書

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
う
「
除
去
土
壌
」

の
再
生
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

皇
位
継
承
資
格
を
女
子
・
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
の
意

義
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

参
議
院
選
挙
結
果
を
踏
ま
え
た
石
破
内
閣
の
経
済
政
策

に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
国
勢
力
に
よ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
た
選
挙
へ
の
介
入

に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
見
放
送
の
情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
質
問

主
意
書

日
米
、
核
使
用
シ
ナ
リ
オ
報
道
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
国
資
本
に
よ
る
不
動
産
市
場
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
防
止
に
関
す
る
質
問
主
意
書

訂
正八

月
五
日
、
次
の
議
案
の
提
出
者
中
堤
か
な
め
議
員
辞

職
に
つ
き
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

就
労
支
援
給
付
制
度
の
導
入
に
関
す
る
法
律
案
（
階
猛

外
五
名
提
出
、
第
二
百
十
五
回
国
会
衆
法
第
二
号
）

地
方
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
大
島

敦
外
十
五
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
四
六

号
）

地
方
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
（
大
島
敦

外
十
五
名
提
出
、第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
四
七
号
）

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案

（
大
西
健
介
外
十
一
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆

法
第
五
六
号
）

保
育
等
従
業
者
の
人
材
確
保
の
た
め
の
処
遇
の
改
善
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
早
稲
田
ゆ
き
外
十
二
名
提

出
、
第
二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
五
七
号
）

参

議

院

議
事
日
程

第
二
号

令
和
七
年
八
月
五
日
（
火
曜
日
）

午
後
二
時
三
十
分

本
会
議

第
一

委
員
会
の
審
査
及
び
調
査
を
閉
会
中
も
継
続
す

る
の
件

政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
串
博
志
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆

法
第
九
号
）

二
、
政
党
交
付
金
の
交
付
停
止
等
に
関
す
る
制
度
の
創

設
に
関
す
る
法
律
案
（
古
川
元
久
外
二
名
提
出
、
第

二
百
十
六
回
国
会
衆
法
第
一
二
号
）

三
、
政
治
資
金
規
正
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
串
博
志
外
七
名
提
出
、
第
二
百
十
六
回
国
会
衆

法
第
一
三
号
）

四
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
野
敬
太
郎
外
四
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会

衆
法
第
四
号
）

五
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
大
野
敬
太
郎
外
四
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国
会

衆
法
第
五
号
）

六
、
政
治
資
金
規
正
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
（
大
串
博
志
外
十
名
提
出
、
第

二
百
十
七
回
国
会
衆
法
第
二
一
号
）

七
、
公
職
選
挙
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
落
合
貴
之
外
五
名
提
出
、
第
二
百
十
七

回
国
会
衆
法
第
五
〇
号
）

八
、
政
治
団
体
に
お
け
る
複
式
簿
記
の
導
入
に
関
す
る

法
律
案
（
池
下
卓
外
二
名
提
出
、
第
二
百
十
七
回
国

会
衆
法
第
五
五
号
）

九
、
政
治
改
革
に
関
す
る
件





人
事
異
動

令和年月日 木曜日 第号官 報
質
問
主
意
書
提
出

八
月
五
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ

た
。「

国
民
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ

ラ
ン
」
に
基
づ
く
強
制
送
還
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（
ラ
サ
ー
ル
石
井
提
出
）（
第
二
〇
号
）

日
米
関
税
交
渉
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
蓮
舫
提
出
）

（
第
二
一
号
）

不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
の
実
施
状
況
に
関
す
る
質
問

主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
二
二
号
）

木
更
津
駐
屯
地
に
暫
定
配
備
さ
れ
て
い
た
オ
ス
プ
レ
イ

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
青
木
愛
提
出
）（
第
二
三
号
）

オ
ス
プ
レ
イ
の
安
全
性
並
び
に
オ
ス
プ
レ
イ
を
含
め
た

防
衛
装
備
品
の
調
達
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（
青
木
愛
提
出
）（
第
二
四
号
）

質
問
主
意
書
転
送

八
月
五
日
次
の
質
問
主
意
書
を
内
閣
に
転
送
し
た
。

戦
後
八
十
年
に
際
す
る
首
相
見
解
の
形
式
及
び
位
置
付

け
に
関
す
る
質
問
主
意
書（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第
一
号
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
け
る
言
論
操
作
及
び
政
府
答
弁
の
整
合
性

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第
二
号
）

フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
を
含
む
薬
物
問
題
及
び
外
国
勢
力
に
よ

る
影
響
工
作
へ
の
国
家
安
全
保
障
上
の
対
応
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提
出
）（
第
三
号
）

共
産
主
義
及
び
文
化
的
マ
ル
ク
ス
主
義
の
浸
透
と
国
家

制
度
へ
の
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
神
谷
宗
幣
提

出
）（
第
四
号
）

ト
ラ
ン
プ
関
税
対
策
と
し
て
の
内
需
拡
大
策
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
山
本
太
郎
提
出
）（
第
五
号
）

ト
カ
ラ
列
島
近
海
群
発
地
震
被
災
者
へ
の
支
援
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（
山
本
太
郎
提
出
）（
第
六
号
）

実
動
組
織
に
よ
る
原
発
避
難
支
援
が
必
要
と
な
る
被
曝

線
量
限
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
山
本
太
郎
提
出
）

（
第
七
号
）

「
日
本
は
ス
パ
イ
天
国
」
と
い
う
評
価
及
び
「
ス
パ
イ

防
止
法
」
制
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
山
本
太
郎
提

出
）（
第
八
号
）

憲
法
を
一
か
ら
考
え
る
教
育
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
安
達
悠
司
提
出
）（
第
九
号
）

選
挙
演
説
妨
害
の
取
締
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
安
達
悠
司
提
出
）（
第
一
〇
号
）

ガ
ザ
地
区
の
人
道
危
機
を
鑑
み
た
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
承

認
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
伊
勢
崎
賢
治
提
出
）（
第
一

一
号
）

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
違
法
な
パ
レ
ス
チ
ナ
占
領
政
策
及

び
軍
事
行
動
を
支
援
す
る
日
本
企
業
に
対
す
る
人
権

デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
伊
勢
崎
賢
治
提
出
）（
第
一
二
号
）

国
土
交
通
大
臣
任
命
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
百
田
尚

樹
提
出
）（
第
一
三
号
）

拉
致
問
題
担
当
の
内
閣
官
房
参
与
二
名
の
辞
任
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（
百
田
尚
樹
提
出
）（
第
一
四
号
）

老
齢
労
働
者
及
び
老
齢
事
業
主
の
窮
状
に
鑑
み
た
基
礎

年
金
早
期
引
上
げ
の
必
要
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

（
奥
田
ふ
み
よ
提
出
）（
第
一
五
号
）

記
入
済
み
の
投
票
用
紙
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
投
稿
す
る
こ
と

の
是
非
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）

（
第
一
六
号
）

パ
レ
ス
チ
ナ
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
関
す
る

質
問
主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
一
七
号
）

外
国
人
及
び
外
国
系
法
人
に
よ
る
土
地
取
得
規
制
に
関

す
る
質
問
主
意
書
（
松
田
学
提
出
）（
第
一
八
号
）

我
が
国
の
領
土
保
全
を
脅
か
す
中
国
海
警
船
舶
の
接
続

水
域
長
期
巡
航
へ
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
松

田
学
提
出
）（
第
一
九
号
）

「
国
民
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ

ラ
ン
」
に
基
づ
く
強
制
送
還
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主

意
書
（
ラ
サ
ー
ル
石
井
提
出
）（
第
二
〇
号
）

日
米
関
税
交
渉
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
蓮
舫
提
出
）

（
第
二
一
号
）

不
法
滞
在
者
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
の
実
施
状
況
に
関
す
る
質
問

主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
二
二
号
）

木
更
津
駐
屯
地
に
暫
定
配
備
さ
れ
て
い
た
オ
ス
プ
レ
イ

に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
青
木
愛
提
出
）（
第
二
三
号
）

オ
ス
プ
レ
イ
の
安
全
性
並
び
に
オ
ス
プ
レ
イ
を
含
め
た

防
衛
装
備
品
の
調
達
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
に
関
す

る
質
問
主
意
書
（
青
木
愛
提
出
）（
第
二
四
号
）

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査
の
議
決
通
知

八
月
五
日
本
院
は
、
閉
会
中
次
の
と
お
り
委
員
会
が
審

査
及
び
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
旨
衆
議
院
及

び
内
閣
に
通
知
し
た
。

内
閣
委
員
会

一
、
内
閣
の
重
要
政
策
及
び
警
察
等
に
関
す
る
調
査

総
務
委
員
会

一
、
行
政
制
度
、
地
方
行
財
政
、
選
挙
、
消
防
、
情
報

通
信
及
び
郵
政
事
業
等
に
関
す
る
調
査

法
務
委
員
会

一
、
法
務
及
び
司
法
行
政
等
に
関
す
る
調
査

外
交
防
衛
委
員
会

一
、
外
交
、
防
衛
等
に
関
す
る
調
査

財
政
金
融
委
員
会

一
、
財
政
及
び
金
融
等
に
関
す
る
調
査

文
教
科
学
委
員
会

一
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
学
術
及
び
科
学
技
術

に
関
す
る
調
査

厚
生
労
働
委
員
会

一
、
社
会
保
障
及
び
労
働
問
題
等
に
関
す
る
調
査

農
林
水
産
委
員
会

一
、
農
林
水
産
に
関
す
る
調
査

経
済
産
業
委
員
会

一
、
経
済
、
産
業
、
貿
易
及
び
公
正
取
引
等
に
関
す
る

調
査

国
土
交
通
委
員
会

一
、
国
土
の
整
備
、
交
通
政
策
の
推
進
等
に
関
す
る
調

査

環
境
委
員
会

一
、
環
境
及
び
公
害
問
題
に
関
す
る
調
査

予
算
委
員
会

一
、
予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
調
査

決
算
委
員
会

一
、
国
家
財
政
の
経
理
及
び
国
有
財
産
の
管
理
に
関
す

る
調
査

行
政
監
視
委
員
会

一
、
行
政
監
視
、
行
政
評
価
及
び
行
政
に
対
す
る
苦
情

に
関
す
る
調
査

議
院
運
営
委
員
会

一
、
議
院
及
び
国
立
国
会
図
書
館
の
運
営
に
関
す
る
件

災
害
対
策
特
別
委
員
会

一
、
災
害
対
策
樹
立
に
関
す
る
調
査

政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖
縄
・
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別

委
員
会

一
、
政
府
開
発
援
助
等
及
び
沖
縄
・
北
方
問
題
対
策
樹

立
に
関
す
る
調
査

政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
政
治
改
革
に
関
す
る
調
査

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
し
て
の
対
策
樹

立
に
関
す
る
調
査

地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別

委
員
会

一
、
地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
等
に
関
し

て
の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に
関
す
る
調
査

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

一
、
消
費
者
問
題
に
関
し
て
の
総
合
的
な
対
策
樹
立
に

関
す
る
調
査

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会

一
、
東
日
本
大
震
災
復
興
の
総
合
的
対
策
に
関
す
る
調

査
内

閣

衆
議
院
議
員

岸
田

文
雄

第
九
回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
議
長
代
理
た
る
日
本
政
府
代

表
を
命
ず
る

期
間
は
令
和
七
年
九
月
五
日
ま
で
と
す
る

（
水
産
庁
次
長
）
農
林
水
産
事
務
官

信
夫

隆
生

（
大
臣
官
房
参
事
官
兼
ア
ジ
ア
大
洋

州
局
）
外
務
事
務
官

野
村

恒
成

日
中
漁
業
共
同
委
員
会
委
員
た
る
日
本
政
府
代
表
を
命
ず

る
（
各
通
）

（
水
産
庁
次
長
）
農
林
水
産
事
務
官

信
夫

隆
生

日
韓
漁
業
共
同
委
員
会
代
表
た
る
日
本
政
府
代
表
を
命
ず

る

（
大
臣
官
房
参
事
官
兼
総
合
外
交
政

策
局
、
北
米
局
）
外
務
事
務
官

門
脇

仁
一

（
水
産
庁
長
官
）
農
林
水
産
技
官

藤
田

仁
司

日
中
漁
業
共
同
委
員
会
委
員
た
る
日
本
政
府
代
表
を
免
ず

る
（
各
通
）

（
同
）
同

藤
田

仁
司

日
韓
漁
業
共
同
委
員
会
代
表
た
る
日
本
政
府
代
表
を
免
ず

る

（
北
米
局
長
）
外
務
事
務
官

熊
谷

直
樹

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二

十
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
第
二
十
条
に
よ
る
合
同
会
議
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

（
総
合
外
交
政
策
局
長
）
同

有
馬

裕

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安

全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二

十
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
を
免
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協

定
第
二
十
条
に
よ
る
合
同
会
議
日
本
政
府
代
表
を
免
ず
る

（
水
産
庁
増
殖
推
進
部
長
）
農
林
水

産
事
務
官

福
島

一

漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
に

基
づ
く
日
ソ
漁
業
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
を
命
ず
る

（
水
産
庁
漁
政
部
長
）
同

髙
橋

広
道

漁
業
の
分
野
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
に

基
づ
く
日
ソ
漁
業
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
を
免
ず
る

（
大
臣
官
房
審
議
官
）
財
務
事
務
官

細
田

修
一

国
際
農
業
開
発
基
金
総
務
会
総
務
代
理
た
る
日
本
政
府
代

表
代
理
を
命
ず
る

（
主
税
局
参
事
官
兼
大
臣
官
房
企
画

調
整
主
幹
）
同

藤
井

大
輔

国
際
農
業
開
発
基
金
総
務
会
総
務
代
理
た
る
日
本
政
府
代

表
代
理
を
免
ず
る
（
以
上
八
月
五
日
）





官 庁 報 告

氏 名年齢
所属団体名及び当該
所属団体における地
位

略歴備 考

令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

官 庁 事 項

九 州 地 方 整 備 局 公 示

道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 道 路 の 占 用 を 制 限 す る

区 域 を 指 定 す る こ と と し た の で 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 八 月 七 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 七 年 八 月 七 日 九 州 地 方 整 備 局 長 垣 下 禎 裕

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 三 十 五 号 及 び 二 百 二 号

占 用 を 制 限 す る 区 域

区 域 備 考

佐 世 保 市 早 苗 町 五 三 三 番 一 か ら 同 市 早 岐 二 丁 目 一 四 九 七 番 三 ま で

制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件 新 た に 地 上 に 設 け る 電 柱 （ 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 よ り 前 に 占 用 を

認 め ら れ た 電 柱 の 更 新 又 は 移 設 に よ る も の を 除 く 。 ）

た だ し 、 電 柱 を 地 上 に 設 け る や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 該 道 路 の

敷 地 外 に 直 ち に 用 地 を 確 保 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

占 用 を 制 限 す る 理 由 緊 急 輸 送 道 路 の 占 用 を 制 限 す る こ と に よ り 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 に

お け る 被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 。

占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 七 年 八 月 八 日

図 面 縦 覧 場 所 九 州 地 方 整 備 局 及 び 同 局 長 崎 河 川 国 道 事 務 所

労 働

労働保険審査官及び労働保険審査会法第５条の規
定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する
者の候補者の推薦について
労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和31
年法律第126号）第５条の規定に基づき、都道府
県労働局ごとに指名した関係労働者及び関係事業
主を代表する者のうち、令和５年10月１日付けで
指名した者（これらの補欠として指名された者を
含む。）については、本年９月30日をもってその在
任予定期間が経過することとなるため、新たに同
条及び同法施行令第２条第２項の規定に基づき、
当該都道府県労働局ごとに、関係労働者及び関係
事業主を代表する者を指名する必要がある。
ついては、資格のある労働者の団体及び事業主
の団体は、下記によりそれぞれ関係労働者及び関
係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和７年８月７日

厚生労働大臣 福岡 資麿

記
１ 推薦資格 雇用保険の被保険者の加入してい
る労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業
主の加入している事業主の団体であって、当該
都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するも
のであること。
２ 推薦手続 別紙様式の推薦書の正本及び副本
に候補者の履歴書２部を添えて提出すること。
３ 推薦締切日 令和７年８月21日
４ 推薦書等の提出先 都道府県労働局職業安定
部雇用保険主管課
別紙様式

令和 年 月 日
厚生労働大臣 殿

団体名及びその代表者名
労働保険審査官及び労働保険審査会法第５条の
規定に基づく関係（労働者・事業主）を代表する
者の候補者として、下記の者を推薦します。

（注意事項）
１ 所属団体名及び当該所属団体における地位の
欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属
団体における地位（２以上ある場合はその全部
を列挙する。）を記入すること。
２ 略歴の欄には、被推薦者が所属し、又は所属
していた団体における略歴を記入すること。






公 告

令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

建設業の許可の取消処分の公告
建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１

項の規定による処分をしたので、同法第29条の５
第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和７年８月７日

北陸地方整備局長 髙松 諭
１ 処分をした年月日 令和７年７月４日
２ 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号 株式会社上窪工務店
藤 嘉安 新潟県糸魚川市大字田海5575

国土交通大臣許可（般６）第18493号
３ 処分の内容 建設業法第29条第１項に基づく
許可の取消し（建築工事業、大工工事業に関す
る一般建設業の許可）
４ 処分の原因となった事実 令和７年７月４日
付けで建設業法第12条（第17条において準用す
る場合を含む。）の規定による廃業の届出があ
り、このことが同法第29条第１項第５号に該当
する。

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

相続権主張の催告






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告

破産手続開始






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年

月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

免責許可決定

特別清算終結
令和７年（ヒ）第２００３号
東京都中央区日本橋人形町２丁目30番５号
清算株式会社 株式会社大喜
１ 決定年月日 令和７年７月25日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２００４号
東京都千代田区丸の内１丁目９番２号
清算株式会社 株式会社ＫＭ
１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部

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令和７年（ヒ）第２０１６号
東京都千代田区永田町２丁目17番17号アイオ
ス永田町２Ｆ
清算株式会社 ＣＡ ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会
社

１ 決定年月日 令和７年７月24日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０３７号
東京都大田区大森北１丁目19番２号
清算株式会社 株式会社ニュースワン
１ 決定年月日 令和７年７月22日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

東京地方裁判所民事第20部
令和６年（ヒ）第８号
愛知県蒲郡市形原町東稲荷20番地１
清算株式会社 株式会社三幸
１ 決定年月日 令和７年７月22日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

名古屋地方裁判所豊橋支部
令和６年（ヒ）第３０号
京都市左京区北白川久保田町１番地
清算株式会社 株式会社ＫＷＣ
１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

京都地方裁判所第５民事部
令和７年（ヒ）第１１号
京都府京田辺市三山木野神86番地１
清算株式会社 阪神管財株式会社
１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

京都地方裁判所第５民事部
令和７年（ヒ）第３０１８号
大阪市北区天神橋２丁目北１番21号
清算株式会社 株式会社三亜トレーデイング
１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

大阪地方裁判所第６民事部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第３号
埼玉県比企郡小川町大字角山59番地
清算株式会社 株式会社武蔵野リフレッシュ
サービス
代表清算人 岡田 勝典

１ 決定年月日 令和７年７月22日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 弁済の方法
本協定における弁済は、第２（協定債権
の弁済及び免除）１に規定のとおり実施
しない。ただし、同２に規定する新たな財
産が発見され協定債権者に対し支払うべき
額が生じる場合には、協定債権者の指定す
る金融機関口座に振り込む方法により実施
する。なお、振込手数料は協定債権者の負
担とする。
２ 協定の実行等
清算株式会社は、第２（協定債権の弁済
及び免除）１に規定する協定を実行し、
可及的速やかに清算結了の手続を行う。
３ 解除条件
本協定に対する裁判所の認可決定がなさ
れず、又は裁判所の認可決定が取り消され
た場合は、本協定に基づくすべての行為は、
遡って効力を失う。

第２ 協定債権の弁済及び免除
１ 協定債権の弁済及び残額の免除
 特別清算開始決定日現在の清算株式会
社の資産から法人住民税（均等割）納付
予定額を差し引くと残額が０円となるた
め、清算株式会社は、協定債権者に対し、
本協定に基づく弁済は行わない。
 清算株式会社は、協定債権者から、協
定債権全部（債権元本残高、未収利息及
び遅延損害金を含む。）について、本協定
認可確定の日の翌日にその全額の免除を
受ける。

２ １に規定する債務の全額免除の後、清算
株式会社に新たな財産が発見されたとき
は、清算株式会社は直ちにこれを換価して、
協定債権者に対し、換価代金額から必要な
費用を控除した残額を支払う。この場合、
協定債権者の前項による債務の全額免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失う
ものとする。

以上
さいたま地方裁判所熊谷支部

令和７年（ヒ）第２０１０号
東京都千代田区丸の内３丁目４番１号新国際
ビル４階
清算株式会社 株式会社カワセミ
代表清算人 江田 雄二

１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 清算株式会社が保有する資産1442526円に
ついては、本特別清算手続が終結するまでに
生じる費用（税理士費用、事務費）及び代理
人弁護士報酬に充てるものとする。
２ 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙
記載の各協定債権について、本協定認可決定
確定時にその債務の全額を免除する。
３ 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産
が発見されたときは、清算株式会社は、これ
を速やかに換価し、各協定債権者に対し、換
価代金から必要な費用を控除した残額を各協
定債権者額の割合に応じて弁済する。この場
合においては、各協定債権者が前項の規定に
より行った免除は、新たにされた弁済の限度
で効力を失うものとする。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部

令和７年（ヒ）第２０１１号
東京都千代田区丸の内３丁目４番１号新国際
ビル４階
清算株式会社 株式会社セリン
代表清算人 江田 雄二
１ 決定年月日 令和７年７月23日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 各協定債権者は清算株式会社に対し、別紙
記載の各協定債権について、本協定認可決定
確定時にその債務の全額を免除する。
２ 前項の免除後、清算株式会社に新たな財産
が発見されたときは、清算株式会社は、これ
を速やかに換価し、各協定債権者に対し、換
価代金から必要な費用を控除した残額を各協
定債権者額の割合に応じて弁済する。この場
合においては、各協定債権者が前項の規定に
より行った免除は、新たにされた弁済の限度
で効力を失うものとする。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部

令和７年（ヒ）第３００１号
川崎市宮前区犬蔵２丁目３番47２
清算株式会社 株式会社調剤経営研究所
代表清算人 濱田 秀美

１ 決定年月日 令和７年７月16日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 本協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、令和７年４
月17日（開始決定日の前日）までの原因に
基づいて発生した協定債権（以下「特別清
算債権」という。）及び特別清算債権に係る
同月18日（開始決定日）以降の利息及び遅
延損害金とする。
２ 弁済の場所及び端数の処理
 本協定に基づく弁済は、各協定債権者
の指定する金融機関口座に振り込む方法
により実施する。ただし、振込手数料は、
清算株式会社の負担とする。
 按分弁済の結果生じる１円未満の端数
は切り捨てる。

第２ 弁済及び免除
１ 特別清算債権に対する弁済及び免除
 弁済方法
特別清算債権については、以下の方法
により弁済する。
ア 資産換価代金から、清算結了までに
発生し及び発生すると予想される共益
的債権及び優先的債権の全額を控除し
て、弁済原資総額を算定する。
イ 本協定の認可決定確定日の属する月
の末日までに、上記アを弁済原資とし
て、下記割合に応じて弁済する。

記
ＭＭボンドファイナンス株式会社

301900％
ＭＭ社債投資株式会社

8834526％
株式会社アイティホールディングス

438638％
株式会社ファーマシー・オフィスデポ

424936％
 免除方法
特別清算債権については、上記イの
弁済時において、弁済後の残債権額につ
いて全額免除を受ける。

２ 開始決定日以降の利息・遅延損害金の免
除
特別清算債権に係る令和７年４月18日
（開始決定日）以降の利息・遅延損害金に
ついては、本協定の認可決定確定時に、全
額免除を受ける。


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第３ 残余財産の処理
上記第２の１イの弁済終了後におい

て、清算株式会社に新たな財産が発見され
た場合には、清算株式会社は、これを速や
かに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から清算結了までに発生し及び発生する
と予想される共益的債権及び優先的債権の
全額を控除した残額を弁済原資として、上
記第２の１イ記載の割合に応じて弁済す
る。この場合においては、弁済額の範囲に
おいて、特別清算債権についての免除は撤
回されたものとする。

以上
横浜地方裁判所川崎支部民事部

令和６年（ヒ）第３１号
京都市東山区祇園町南側570番地118
清算株式会社 株式会社ネコラボ
代表清算人 前田 朋
１ 決定年月日 令和７年７月16日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 定義
本協定において、別紙の表に記載の債権者
を協定債権者とする。
２ 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に各協定債権
（特別清算開始決定の前後を問わず一切の利
息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を
含む。）の全額につき、その債務を免除する。
３ 新たな財産が発見された場合の取扱い
前項記載の協定債権の免除後、清算株式会
社に新たな財産が発見された場合であって、
当該財産が換価可能であり、かつ換価により
弁済原資が発生すると認められるときには、
清算株式会社は、これを速やかに換価し、各
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を各協定債権者の元本債権額
の割合に応じて弁済する。この場合、前項に
基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲
で遡って失われるものとする。
（別紙省略）

京都地方裁判所第５民事部

小規模個人再生による再生手
続開始監 督 命 令

再生計画認可
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小規模個人再生による書面決
議に付する決定
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給与所得者等再生による再生
手続開始
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給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告



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東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
東
芝
デ
ー
タ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
川

浩
昭

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.u
p -ed

u
.co
m
/

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
七
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
八
月
七
日

兵
庫
県
西
宮
市
高
松
町
四
番
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ッ
プ

代
表
取
締
役

小
南

達
男

京
都
市
西
京
区
川
島
有
栖
川
町
七
番
地
一
サ
ム
ソ

ン
ビ
ル
二
階

（
乙
）
株
式
会
社
京
都
洛
西
予
備
校

代
表
取
締
役

小
南

達
男





令和年月日 木曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
エ
リ
ア
サ
ー
ビ

ス
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。な

お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.o
p
en -n

es.co
.jp
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.n
issh
in -it.co

.jp
/

令
和
七
年
八
月
七
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
鈴
谷
四
丁
目
八
番
一
号

（
甲
）
日
信
電
子
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
野

利
男

東
京
都
台
東
区
東
上
野
六
丁
目
九
番
三
号

（
乙
）
日
信
Ｉ
Ｔ
コ
ネ
ク
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
原

健

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
自
ら
の
プ
ラ
ン
ト
事

業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
乙
に
承
継
さ
せ
、
乙
は
こ
れ
を

承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.n
sp
e.n
ip
p
o
n
steel.co

m
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.en
g
.n
ip
p
o
n
steel.co

m

令
和
七
年
八
月
七
日

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
日
鉄
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
＆
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ

ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

鈴
木

隆

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
五
番
一
号
大
崎
セ
ン

タ
ー
ビ
ル

（
乙
）
日
鉄
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

石
倭

行
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
七
日

東
京
都
大
田
区
西
糀
谷
四
丁
目
一
七
番
二
〇
号

合
資
会
社
伊
與
田
写
真
館

代
表
社
員

伊
與
田
洋
子

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
八
日
予
定
の
吸
収
合
併
の
効

力
発
生
日
を
令
和
七
年
九
月
十
六
日
に
変
更
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
五
番
八
号

株
式
会
社
フ
ジ
未
来
共
創

代
表
取
締
役

長
坂

英
樹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
五
百
万
円
減
少
し
て
九

千
万
円
と
し
、
減
少
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
九
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
に
予
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
三
十
六
号
）

令
和
七
年
八
月
七
日

大
阪
府
吹
田
市
山
田
丘
二
番
八
号

ル
ク
サ
ナ
バ
イ
オ
テ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

秀
昭

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
三
億
三
千
五
百
七
十

万
千
六
百
四
十
九
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
日

掲
載
頁

九
十
三
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
七
年
八
月
七
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
四
丁
目
一
番
三
号
七
Ｆ

イ
ン
テ
グ
リ
カ
ル
チ
ャ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

羽
生

雄
毅

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

茨
城
県
水
戸
市
酒
門
町
四
八
一
四
番
地
の
一

株
式
会
社
新
栄
設
備
工
業

代
表
取
締
役

中
庭

雅
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

愛
知
県
豊
橋
市
神
明
町
八
八
番
地ヨ

シ
ダ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

米
田

典
弘

資
金
移
動
業
の
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
七
日
を
も
っ
て
、
資
金
移
動

業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
為
替
取
引
に
関
し
負
担
す
る
債
務
の
履
行
の
完
了
の

方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
完
了
が
必
要
な
為
替
取
引
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三

一
八

七

株
式
会
社
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｍ
Ｉ
Ｔ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

代
表
取
締
役

太
田

健
爾

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
規
約
型
企
業
年
金
へ
移
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
令
和
七
年
七
月
一
日
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ

り
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
第
一
回
掲

載
（
令
和
七
年
八
月
六
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
堀
川
町
五
八
〇
番
地

ソ
リ
ッ
ド
ス
ク
エ
ア
西
館
六
階ゼ

ロ
企
業
年
金
基
金

清
算
人

酒
井

孝
明

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
官
報
第
一
五
一
三
号
三
十
一

頁
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
合
併
公
告
中
、（
乙
）
の
最
終

貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
に
、

「h
ttp
s://w

w
w
.k
m
k
m
k
m
-123.jp

/067b
8f3/in

d
ex
.

h
tm
l

」
と
あ
る
は
、「h

ttp
s://w

w
w
.k
m
k
m
k
m
-123.jp

/

099b
3v
1/in
d
ex
.h
tm
l

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
七
日

大
阪
市
西
区
新
町
一
丁
目
一
六
番
一
号

（
甲
）
大
陽
日
酸
ガ
ス
＆
ウ
ェ
ル
デ
ィ
ン
グ
株

式
会
社

代
表
取
締
役

東

剛

大
阪
市
淀
川
区
三
津
屋
中
三
丁
目
八
番
一
号

（
乙
）
ガ
ス
ウ
ェ
ル
販
売
株
式
会
社

代
表
取
締
役

河
﨑

敏
也
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